
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成１８年９月からアスベスト（石綿）を０．１％超えて含有する物の製造、輸入、

譲渡、提供、使用（現に使用されているものを除く）が代替の困難な一部の製品等を除

き禁止となりました。しかし、私たちの身近にはこれまでの使用されてきたアスベスト

が存在し、状況によっては健康に害を及ぼす原因となります。 

 このパンフレットは、これまでの区に寄せられたご相談をもとに、アスベストについ

てわかりやすくまとめたものです。 



 

  アスベストの種類と健康への影響 
  

アスベストの繊維は、目に見えないくらい細く軽いため飛散しやすく、それらを吸入

すると、肺がんや悪性中皮腫、アスベスト肺などの原因になります。また、アスベスト

を吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められています。

低濃度のアスベストを短期間吸入した場合の発がんの危険性については、不明な点が多

いとされています。 

 

 

 
アスベストの種類 

 アスベストには、クリソタイル（白

石綿）、クロシドライト（青石綿）、

アモサイト（茶石綿）、トレモライト、

アクチノライト、アンソフィライト

の６種類あります。 

白石綿（クリソタイル） 

 このうち国内で使用されているア

スベストは、クリソタイル（白石綿）、

クロシドライト（青石綿）、アモサイ

ト（茶石綿）（以下「クリソタイル（白

石綿）等」とする。）の３種類であり、

トレモライト、アクチノライト、ア

ンソフィライト（以下「トレモライ

ト等」とする。）については、いずれ

も国内での使用はないとされてきま

した。しかし、使用はないとされて

きたトレモライト等３種類のアスベ

ストが、国内で検出されたことが判

明しています。 

青石綿（クロシドライト） 

 こうした中で、アスベストの使用

の有無の分析調査については、対象

をクリソタイル（白石綿）等に限定

することなく、トレモライト等を含

む全ての種類のアスベストについて

行うこととされています。 

茶石綿（アモサイト） 
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 自覚症状のある方は専門機関へ 
 

 過去にアスベストを取り扱う作業に従事したことがあるなど、アスベストを吸

い込んだ可能性があり、現在、咳・胸痛・呼吸困難などの症状のある方は、労災

病院やその他専門医療機関（呼吸器科等）にご相談ください。 

 

東京労災病院 大田区大森南４－１３－２１ 電話 ３７４２－７３０１ 

 

 

 
健康についての相談は保健相談所へ 

 過去に仕事などでアスベストを吸い込んだかどうかわからない方、健康につい

て不安がある方は、保健相談所の一般健康相談をご利用ください。 

 1 年に 1回は胸部レントゲン検査等健康診断を受けましょう。喫煙により発病の

危険が大きくなります。受動喫煙も避けましょう。 

 

保健所保健予防課  江東区東陽２－１－１      電話 ３６４７－５９０６ 

城東保健相談所   江東区大島３－１－３      電話 ３６３７－６５２１ 

深川保健相談所   江東区白河３－４－３－３０１  電話 ３６４１－１１８１ 

深川南部保健相談所 江東区枝川１－８－１５－１０２ 電話 ５６３２－２２９１ 

城東南部保健相談所 江東区南砂４－３－１０     電話 ５６０６－５００１ 

 

 

 

 
労働災害補償について 

 業務上、アスベストにさらされる作業に従事し、それが原因でアスベストとの

関連が認められる疾患にかかったり、亡くなられた場合に、労働災害として認定

を受けると、労働災害補償保険の給付を受けられます。詳しくは、最寄りの労働

基準監督署にご相談ください。 

 

亀戸労働基準監督署 江東区亀戸２－１９－１カメリアプラザ  

電話 ３６８５－５１２１ 
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石綿健康被害救済制度について  

 

 石綿（アスベスト）による健康被害を受けられた方やそのご遺族の方で、労災

補償の救済の対象にならない方に対する救済制度として、「石綿による健康被害の

救済に関する法律」が、平成１８年３月２７日に施行されました。 

 平成２０年１２月１日には、法改正に伴い、救済期間や対象者等が拡大されま

した。さらに、平成２２年７月１日から政令改正により、救済対象疾病に「著し

い呼吸機能障害を伴う石綿肺」と「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」

が追加されました。 

 

【救済給付の対象となる方】 

 石綿（アスベスト）による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補

償等の対象にならない方 

 

【対象となる病気】 

 石綿を吸入することにより発症した「中皮腫」、「肺がん」、「著しい呼吸機能障

害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」 

 

【救済給付の内容】 

（１） 認定を受けられた療養中の方に対する給付 

●医療費 

●療養手当 

（２） 認定申請をしないで死亡された方のご遺族に対する給付 

●特別遺族弔慰金 

●特別葬祭料 

（３） 認定後に死亡された方のご遺族等に対する給付 

●葬祭料 

●救済給付調整金 

 

【注意】 

 救済給付の種類により、申請書や必要書類、請求期限等が異なるため、まずは

下記にご相談ください。 

 

保健所健康推進課公害補償係 江東区東陽２－１－１ 電話 ３６４７－９５６４ 

 

独立行政法人環境再生保全機構  

川崎市幸区大宮町１３１０ミューザ川崎セントラルタワー９F  

電話 ０１２０－３８９－９３１ 

環境省関東地方環境事務所  

さいたま市中央区新都心１１－２明治安田生命さいたま新都心ビル１８F  

電話 ０４８－６００－０８１５ 

 

※認定申請書等の書類は、各受付先で配布しています。また、独立行政法人環境

再生保全機構ホームページ(http://www.erca.go.jp/)からもダウンロードでき

ます。
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 アスベストはどんな場所で使われていたのでしょうか？ 
 

  

アスベストは、耐火性・断熱性・防音性・絶縁性などの多様な機能を有していること

から建築建材として耐火・断熱・防音等の用途に使用されてきました。 

 

 アスベストの約９割が建築建材として

耐火・断熱・防音等の用途に使用され

ています。 

自動車のブレーキ・

クラッチなどの摩擦材、

配管や機械等の断熱

材・パッキン・シーリング

材、家電製品等。 

※昭和６３年以降の製

品にはほとんど使用さ

れていません。 
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アスベストが使われているかどうか調べる方法は？ 

 

 建築物を施工した業者に問い合わせ、設計図書で確認します。建築時の情報がない場

合は、分析調査を専門調査機関に依頼する方法もあります。 

 費用は個人負担となります。また、借家やマンションにお住まいの方は、大家やマン

ションの管理組合等に確認してください。 

 (社)日本作業環境測定協会ホームページ（http://www.jawe.or.jp）では、「石綿含有

建材中の石綿含有率等分析機関一覧」を公開しています。 

 専門調査機関へ分析調査を依頼する際は、検査方法、費用、その他不明な点を直接分

析機関からよく聞き、納得された上で依頼をしてください。 

 

 

 
江東区では、区内建築物のアスベスト分析調査費用を助成します 

アスベストを含有している可能性のある吹付け材又は保温材等が使用されてい

る区内の建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査費用を助成し

ます。必ず、アスベスト分析調査を実施する前に申請してください。 

 

【対象者】 

●区内に建築物を有する中小企業、学校法人、社会福祉法人、医療法人等（国、

地方公共団体、その他これに準じる団体を除く） 

●区内に建築物を有する個人 

●区内にある分譲共同住宅の管理組合 

 

【助成対象経費】 

 アスベストを含有している可能性のある吹付け材又は保温材等が使用されて

いる区内の建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査に要した費

用 

 

【助成内容】 

●調査費用の１／２以内（千円未満切捨て） 

●助成限度額は５万円 

●建築物１棟につき１回限り 

 

環境清掃部環境保全課指導係 江東区役所防災センター６階  

電話 ３６４７－６１４７ 
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自宅にアスベストの成形板が使われていますがどう

したらいいですか？ 
 アスベスト成形板は、セメントなどで固定しており、切断などをしない限り、大気中

に飛散する可能性は低いため、健康への影響は心配ありません。解体等の工事について

は、事前に手作業で成形板を除去してから解体することが望ましく、これによらない場

合でも、作業中、常に散水し、成形板を十分湿潤状態にして解体する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外壁に使われたアスベスト成形板 屋根に使われたアスベスト成形板 
 

 

 

 

 

 

建物に吹付けアスベストが使用されていますが、ど

うしたらいいですか？

 「石綿障害予防規則」において、吹き付けられたアスベストが劣化等により飛び散っ

た結果、労働者がその粉じんを吸い込むおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込

み等の措置を講じなければならないとされています。「石綿障害予防規則」等、関係法

令に従って適切に対処してください。 

 

吹付けアスベスト 耐火被覆材（梁） 
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近くで建物の解体工事が行われているのですが、飛

散防止対策はされていますか？ 
 解体工事の現場責任者に、アスベスト含有建材（特に飛散性アスベスト）の有無を確

認し、工事の方法等の説明を受けましょう。 

 

【建物の解体等を行うときに義務付けられていること】 

●事前にアスベスト含有建材の有無を調査する。 

●事前調査の結果、アスベストが確認された場合は、下記①・②の法律等におい

て届出が必要。下記③・④は、アスベストの有無に関係なく、解体する建物の

床面積が８０㎡以上の場合に届出が必要。 

①大気汚染防止法及び環境確保条例 

②労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び石綿障害予防規則 

③建設リサイクル法 ④江東区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱 

●アスベストが使用されている場合は、石綿作業主任者を選任するとともに、作

業の実施内容を掲示する。 

●作業は、アスベストの飛散を防止するため、工事現場の覆い、湿潤、排水処理

の措置、適正な廃棄等、関係法令の遵守事項を守り行う。 

 

 大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出について 
 

【届出が必要なアスベスト含有建材】 

●吹付けアスベスト ●保温材 ●耐火被覆材 ●断熱材 

吹付けアスベスト等の飛散性の高いアスベスト含有建材の除去工事等を実施す

る場合は、作業開始日の１４日前までに江東区長へ届け出する必要があります。 

 

【届出を要しない主なアスベスト含有建材】 

●スレート波板 ●窯業系サイディング ●ビニル床タイルなど 

アスベスト成形板等を除去するときは、アスベストの飛散を防止するため、シ

ート等による養生、湿潤化、破断等をしないよう原則手作業による撤去作業を行

わなくてはなりません。届出は必要ありませんが、石綿作業主任者を選任すると

ともに、作業の実施内容について掲示する必要があります。 

 

環境清掃部環境保全課指導係 江東区役所防災センター６階  

電話 ３６４７－６１４７ 

 

 

 
その他の法令に基づく届出について 

【労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び石綿障害予防規則】  

亀戸労働基準監督署 江東区亀戸２－１９－１カメリアプラザ  

電話 ３６８５－５１２１ 

【建設リサイクル法】  

都市整備部建築課建築係 江東区役所５階 電話 ３６４７－９７４３ 

【江東区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱】  

都市整備部建築調整課建築紛争調整係 江東区役所５階 電話 ３６４７－９７６７ 
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除去工事等への融資のあっせん等 
※利率等は変動がありますので、ご検討する際は、担当部署へご確認ください。 

 
 
 
 
  
 

 
自宅のアスベスト除去工事等を予定している方へ 

（江東区住宅修繕融資のあっせん制度） 
 

自己資金だけでは、自宅のアスベスト除去工事等（アスベストの除去、封じ込

め、囲い込み等の工事）を行うことが困難な方に対して、金融機関融資をあっせ

んします。修繕等の主な内容がアスベスト除去工事等の場合には、融資の利子の

一部を補助する制度がご利用できますので事前にご相談ください。 

●融資限度額 ５００万円 

●本人負担利率 年０．５％（年利３．６％・利子補助率３．１％） 

※償還期間５年以下の場合 

 

【注意】 

 工事に着手する１ヶ月前までにお申込みください。すでに工事に着手している

場合は、対象となりません。 

 

都市整備部住宅課住宅指導係 江東区役所５階 電話 ３６４７－９４７３ 

 

 

 
マンションの共用部分のアスベスト除去工事等への支援 

住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）のマンション共用部分リフォームローン

の借受けが認められた管理組合等に対し、融資利率の１．５％相当の利子額を５

年間を限度に補助します。 

 

都市整備部住宅課住宅指導係 江東区役所５階 電話 ３６４７－９４７３ 

 

 

 

 

工場や店舗のアスベスト除去工事等を予定している中小企業の方へ 
（江東区中小企業融資） 

 江東区内に事業所がある中小企業者の方に、アスベストの除去工事等（アス

ベストの除去、封じ込め、囲い込みの工事）の費用の融資をあっせんします。ア

スベストの除去工事等の場合には、環境保全対策資金として利子の一部を補助す

る制度がご利用できますので事前にご相談ください。 

●融資限度額 １，２５０万円 

●本人負担利率 年０．６％（年利２．４％･利子補助率１．８％） 

●返済期間 ６年以内（据置き１２ヶ月を含む） 

●信用保証料の補助があります。 

 この融資は、事前の審査が必要です。 

 

（事前審査について）環境清掃部環境保全課指導係 江東区役所防災センター６階  

電話 ３６４７－６１４７ 

（融資について）地域振興部経済課融資相談係 江東区役所４階  

電話 ３６４７－２３３１ 
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アスベスト問い合せ一覧  
 
 
 このパンフレットに掲載されている江東区の施策は、平成２２年４月１日現在のもの

です。その後変更される場合がありますので詳しくは各担当係までお問い合せください。 
 

相談・問い合せ窓口 

解体改修工事に伴うアスベス

トの飛散防止･届出 
環境保全課指導係 電話 ３６４７－６１４７

建築物に関する相談 建築課建築係 電話 ３６４７－９７４３

保健所保健予防課 電話 ３６４７－５９０６

城東保健相談所 電話 ３６３７－６５２１

深川保健相談所 電話 ３６４１－１１８１

深川南部保健相談所 電話 ５６３２－２２９１

健康に関する相談 

城東南部保健相談所 電話 ５６０６－５００１

区施設について（教育関連施

設） 
学校施設課計画担当 電話 ３６４７－８５４３

区施設について（教育関連施

設以外） 
営繕課計画係 電話 ３６４７－９１３１

アスベストを取り扱う作業等

の従事者の健康確保・労働災

害補償 

亀戸労働基準監督署 

（厚生労働省） 
電話 ３６８５－５１２１

石綿健康被害救済制度 
保健所健康推進課公害補

償係 
電話 ３６４７－９５６４

 

除去工事等への融資あっせん・アスベスト分析調査費用助成 

個人住宅向け融資あっせん※ 住宅課住宅指導係 電話 ３６４７－９４７３

中小企業向け融資あっせん 

・事前に環境保全課で環境保

全対策資金の認定を受けてく

ださい。※ 

経済課融資相談係 

環境保全課指導係 

電話 ３６４７－２３３１

電話 ３６４７－６１４７

マンション共用部分に関する

支援※ 
住宅課住宅指導係 電話 ３６４７－９４７３

区内建築物のアスベスト分析

調査費助成 
環境保全課指導係 電話 ３６４７－６１４７

※利率等は変動がありますので、ご検討する際は、担当部署へご確認ください。 

東京都の問い合せ窓口 

アスベストの大気中への飛散

に関すること 

環境局環境改善部大気保

全課 
電話 ５３８８－３４９２ 

室内環境に関する対策 

福祉保健局健康安全研究

センター広域監視部建築

物監視指導課 

電話 ５３２０－４３９２ 

アスベストの健康影響 
福祉保健局健康安全室環

境保健課 
電話 ５３２０－４４９４ 

家庭用品に関すること 
生活文化スポーツ局消費

生活部生活安全課 
電話 ５３８８－３０５５ 
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